
うるま市民無料相談所の開設について

①市民無料法律相談

【と　き】 ２月９日（第２木曜日）　午後２時～午後４時
【ところ】石川庁舎（１階　市民相談室）

【と　き】 ２月１６日、２３日（第３、第４木曜日）
　　　　　午後２時～午後４時

【ところ】庁舎東棟（１階市民相談室）

※法律相談を受けることができるのは先着８名までです。
※電話、直接窓口での事前予約が可能です。（前月から予約可能）
※電話での予約はうるま市役所市民協働課までお願いします。

☎９７３－５４８７
②行政相談
国、行政、特殊法人についての意見・要望等の相談を行います。

【と　き】 ２月２８日（火）　午前１０時～午後４時
　　　　（正午～午後１時を除く）
＊日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合わせ
ください。

【ところ】 庁舎（東棟）　１階　市民相談室

③人権相談
近隣のトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、体罰等の人権
に関する相談を行います。

【と　き】 ２月２８日（火）　午前１０時～午後４時
　　　　（正午～午後１時を除く）
＊日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合わせ
ください。

【ところ】 庁舎（東棟）　１階　市民相談室

④消費者相談
消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル（悪質商
法、架空請求、多重債務等）の相談を行います。

【と　き】 毎週水曜日　午前１０時～午後４時　
　　　　（正午～午後１時除く）

【ところ】 庁舎（東棟）　１階　市民相談室
※消費者相談は沖縄県消費生活センター（☎863-9214）でも平日相
談可能です。

【お問い合わせ】：①～④市民協働課　☎９７３－５４８７

⑤家庭児童相談
家庭における子育ての悩みを相談員が一緒に考えます。

【と　き】 平日：午前８時３０分～午後５時
【ところ】 庁舎（東棟）２階　児童家庭課

⑥女性相談
離婚、ＤＶなど女性が抱える悩みを相談員が一緒に考えます。

【と　き】 平日：午前８時３０分～午後５時
【ところ】 庁舎（東棟）２階　児童家庭課
【お問い合わせ】⑤～⑥児童家庭課　☎９７３－５０４１　

市公式facebook配信しています。友達検索で「うるま市」を検索し、登録ください。

ごみの収集時間について
当日の午前８時までにごみの排出を

お願いします。

環境課　☎９７３－５５９４

石川庁舎跡利用事業者募集
石川庁舎の跡利用について、市及び地域の活性化
に資するような活用を図るため、跡利用事業者を募
集します。

【申込期限】２月１３日（月）※必着
※詳細は、資産管理課へご連絡いただくか、ホーム
ページをご覧ください。

資産管理課　☎９７３－５３７３

人権擁護委員の委嘱について
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法務大臣から委嘱され、再任となりました。
人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受
けています。
また、相談を通じて「人権を侵害された」という
申告等があった場合は、法務局の職員と協力して人
権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さん
に関心を持ってもらえるような啓発活動を行ってお
ります。
うるま市では、およそ月1回、人権相談所を開設
しています。
相談は無料で秘密は厳守、困ったことがあったら
お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】
●那覇地方法務局　沖縄支局　☎937-3278
●市民協働課　☎973-5487

収集時間はなるべく同じような時間帯になるよう
努めていますが、天候や交通事情、収集量等により、
予告なしに、収集時間帯が変わる場合はあります。
普段の収集時間にあわせて排出すると収集できない
可能性がありますので、普段収集に来る時間帯に関
わらず、当日の朝８時
までにごみを排出する
ようお願いします。ご
協力の方よろしくお願
い致します。
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